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5．結論
1．提出人の適格性と専門知識

私は、ヘント大学（ベルギー）の政治社会学部および法学部の教授としてメディア法学、著作権法、および報道倫理を教えています。2004年以降は、コペンハーゲン大学（デンマーク）でも比較メディア法学と欧州メディア法学を教えています。2002年以降は、オックスフォード大学のメディア法律家のための支援プログラム（比較メディア法および政策に関するプログラム PCMLP）およびIMLA（国際メディア法律家協会）に講師として参画しています。また、オックスフォード大学PCMLP/IMLA主催の国際メディア法模擬裁判大会の顧問委員会委員も務めています。1992年以降は、欧州評議会人権局が携わるメディア法、人権、および表現の自由に関するプロジェクトに関連した専門職として、とりわけロシア、ウクライナ、モルドバ、グルジア、アゼルバイジャン、セルビア/モンテネグロ、スロベニア、ルーマニア、チェコ共和国、スロバキア、およびトルコを舞台として定期的に活動してきました。私の専門職としての守備範囲であり、かつ関心事である分野として、表現の自由、民主主義と人権、ジャーナリストとメディアの権利および責任、ヘイトスピーチ、レイシズム、および差別の媒体と規制、検閲と芸術的表現の自由、行政文書へのアクセス、ならびに報道倫理と自己規制を挙げることができます。
私は、メディア法および通信法を専門とする2つの法律雑誌（ブルッセルの発行元Larcierから発行されるAuteurs & Mediaとアムステルダムの発行元VMC/IVIR、Otto Cramwinkelから発行されるMediaforum）の編集委員であるとともに、メディア法および情報法に関するいくつかの法律雑誌および書籍に寄稿してきました。私はまた、行政文書へのアクセスに関するベルギー連邦委員会の委員を務め（1994年～2004年）、現在はフランドルメディア評議会の評議員（1998年以降）、フランドルメディア監査委員会の委員（2006年以降）、および連邦映画倫理委員会の委員（2007年以降）としての任務を果たしています。さらに、私はヘント大学で人権センターおよびジャーナリズム研究センターの委員でもあります。
私は、裁判報告、報道倫理、取材源保護、および放送法に関するベルギー議会の公聴会に専門家として招致されたことがあります。また、公的文書へのアクセス、取材源の保護、放送法、報道倫理、表現の自由に関する欧州判例法の策定に関する学術会議をヘント、アムステルダム、ブルッセル、およびストラスブールにおいて自らまたは共同で組織し、開催しました。
私はLegal Human Academyの設立メンバーです（コペンハーゲン、オックスフォード、ヘント）。

2008年には、私はストラスブールの欧州人権裁判所において、表現と情報の自由に関する同裁判所の判例法の最近の傾向に関する会議を主催しました。1995年以降、私は、月刊誌IRIS - Legal Observations of the European Audiovisual Observatoryにおいて、欧州裁判所の判例法に関して定期的に報告しています。

私は、メディア法学に関する入門書（D. Voorhoof, Handbooek Mediarecht, Brussels: Larcier, 2003年および2007年、2009年に改訂）を上梓し、頻繁に引用される公的文書へのアクセスに関する論文（W. Hins and D. Voorhoof, “Access to State-Held Information as a Fundamental Right under the European Convention on Human Rights”, European Constitutional Law Review (EuConst) 2007/1, 114-126）を発表しています。
直近では、表現の自由、メディア、およびジャーナリズムに関する欧州人権裁判所の30年間にわたる判例の概要を執筆しました。この概要は、間もなく雑誌Latin-American and European Journal for Human Rightsの中で、Freedom of Expression under the European Human Rights systemのタイトルで公刊されることになっています。私はまた、欧州のメディア法についての教科書（Herentals: Knops Publishing, 2009）も上梓しています。

2009年に、私は日本の青森地方裁判所において、佐藤潤一・鈴木徹事件の被告人側弁護団の要請により法律的意見書を提出いたしました。2010年3月11日に、青森地方裁判所において、市民的及び政治的権利の国際規約（ICCPR）および欧州人権条約（ECHR）の両方の下での表現と情報の自由に関する国際人権基準について、専門家証人として証言しました。
詳細につきましては、私のWebサイトwww.psw.ugent.be/dvをご覧ください。また、https://biblio.ugent.be/input?func=searchにあるヘント大学参考文献録で著者Dirk Voorhoofを検索してください。
2．意見書提出に至る経緯

2010年3月、私は藤田氏の被告人側弁護団から、国際人権における表現の自由および文書を配布し情報を伝達する権利に関連する側面に関する意見を書面として提供するとともに、その知見を藤田氏の事件に適用することを要請されました。具体的には、市民的及び政治的権利に関する国連規約（ICCPR）ならびに人権および基本的自由に関する欧州条約（ECHR）の下で、藤田氏の場合のように、式典の開始前に文書を配布し、情報を伝達する権利がどのように保障され、保護されるかについて分析することを依頼されました。
提出した意見書の内容およびそこでなされている分析と言明は、私の自主的な判断および、私がこれまでに行った学術的な研究、専門知識、および前節で紹介した出版物に基づいています。被告人側弁護団やその他のいずれの人々からも、特定の結論を導くように指示されたことはありません。
3．事件の概要

私は、2004年3月11日の東京都立板橋高校の卒業式開始前における被告人である藤田氏の行為が、2006年5月30日の東京地方裁判所の判決により、刑法第234条によって処罰される威力業務妨害とみなされるものとして藤田氏が有罪とされたことを知らされました。この有罪判決は2008年5月29日に東京高等裁判所（刑事第10部）によっても追認されました。被告人は罰金200,000円が科され、この罰金を支払うことができない場合には、1日5000円の率でこの罰金に対応する期間だけ労役留置場に拘束されることになります。私は、どちらの判決についても、被告人側弁護団から送付された（非公式の）英語版を読みました。この事件が現在最高裁判所で審理されていることも承知しています。
事件の本質に関して、私は被告人が、彼がかつて教員として勤務していた東京都立板橋高校で2004年3月11日に開催される卒業式に来賓として招待されたものと理解しています。午前9時42分、すなわち式開始の18分前に、卒業式の会場である体育館に既に集まっていた保護者に対して、被告人はコピーの配布と訴えかけを開始しました。保護者に対して被告人は次のように呼びかけています。「今日は異常な卒業式で，国歌斉唱のときに，教職員は必ず立って歌わないと，戒告処分になります。ご理解願って、国歌斉唱のときは、出来たらご着席をお願いします。」
被告人は、東京都教育委員会により前年（2003年）に発行され、卒業式などの学校行事における日の丸と君が代の強制を教職員に強いる通達（10.23通達）について言及しました。被告人およびその他の教職員は、思想と良心の自由に関する憲法で保障された権利（憲法19条）を根拠として、このような強制に反対していました。通達にもられた新しい方針に反対する人々は、日の丸と君が代は愛国主義、あるいはそれ以上に超国家主義を表現するものであり、そのような価値観は教育現場で強制的に導入すべきものではないと考えています。この新しい方針とその強制は、すでに論議を呼び起こしており、サンデー毎日の記事などマスコミでも報道されていました。被告人は、このサンデー毎日の記事のコピーを、卒業生の入場を体育館で待っている保護者の一部に配布しました。被告人は保護者に対して、教職員に君が代を起立して斉唱することを強いることは、深刻な問題を生み出し、思想と良心の自由に対する権利の侵害になると説明しました。
その後、被告人は校長から体育館を退去するよう命じられ、言葉による抗議をしながら午前9時47分に体育館を退去し、卒業式は午前10時2分に始まりました。

2006年5月30日、東京地方裁判所は、上記の行為と校長が発した退去命令に対するその後の抗議から構成される被告人の行動が刑法第234条に該当する威力業務妨害となると判断しました。検察官による求刑は懲役8カ月でしたが、東京地裁は罰金200,000円の有罪判決を被告人に対して下しました。この点に関して、東京地裁の2006年5月30日の判決（判決の最後の量刑理由）の中で、「本件卒業式の妨害を直接の動機目的としたものではないこと」および「実際に妨害を受けたのは短時間であり、開式の遅延時間も問題視するほどのものではなく」などと述べています。東京地裁は罰金が妥当な制裁と判断しました。
被告人の控訴は東京高等裁判所（刑事第10部）により2008年5月29日に棄却されました。
4．法律的分析

4.1 概要

本意見書では、市民的及び政治的権利に関する国際規約（ICCPR）および欧州人権条約（ECHR）の下で、藤田氏の事件の場合のような公権力による干渉がどのような状況で表現と情報の自由に対する権利の侵害とみなされるか、分析し、説明します。ICCPR第19条、その解釈と適用の全般的な特徴について概要を示すとともに、国連人権委員会の「見解」の中で該当するものについて紹介します。特に、欧州裁判所判例法は今回の事例にごく近い判例を含み、国際条約を適用した場合の結果を示唆しているため、欧州人権裁判所の法理念の分析も行います。ECHR判例法はこの問題につき、最も関連性が強く、かつ有力なものとしてしばしば参照されるものです。
4.2 市民的及び政治的権利に関する国際規約（ICCPR）第19条
日本は、市民的及び政治的権利に関する国際規約（ICCPR）の署名を1978年5月30日に、批准を1979年6月21日に行いました。この規約の第2条により、日本は、表現の自由に対する権利などこの規約で定められた人権を尊重し、保護し、実現することを義務付けられます。

要約すれば、ICCPR第19条(3)は表現の自由の制限を認めていますが、制限が認められるのは以下の要件が全て満たされた場合に限られます。すなわちa.当該制限が実定法上の根拠を有すること、b.ICCPR第19条(3)に規定されている目的のいずれかに係ること、そしてc.当該正当な目的の達成に必要なものであること、です。そのような正当な制限に基づく処罰は、比例的なものでなければなりません。つまり、一定の利益の保護という目的を達成するに足る措置のうち、最も表現の自由に対する侵害の程度の低いものが採られなければならないということです。

司法を含む日本政府のすべての部署は、すべての種類の情報や考えを求め、受け取り、伝達する権利など、ICCPRにより定められ保護される人権の侵害に対する日本の責任に関与する可能性があります。したがって、刑法の規定を適用した判決など、日本の法令を適用した国内裁判所による判決は、ICCPRに準拠すべきものなのです。
これを実現することは、国内法令をICCPRと整合するように解釈することにより、またはICCPRとの齟齬が早晩現れる場合やICCPRとの内在的齟齬が存在する場合には国内法を根拠とした提訴、訴追、制裁の開始をしないように決定することにより達成可能です。締約国には、ICCPR上の権利を尊重し、国内の何人にもこれらの権利を保障する一般的義務が課せられています。いかなる場合においてもICCPR上の権利の核心に支障を来す制限が加えられ、また制裁が科せられることは許されません。

国連人権委員会が以前に提出した最終所見によると、日本は「表現の自由に対する権利の尊重に関して、一部の法令や判決において制限的なアプローチ」をとっているように見受けられる、と批判的に評価されています。
この点、文書配布に関して特にそのような傾向があるとされています。
上記所見および国連人権委員会の「見解」は、日本の司法当局が第19条（2）-（3）を適用および解釈するための説得力のある法的根拠を提供しています。さらに、欧州人権条約第10条に基づく欧州人権裁判所その他の国際法廷の法理念も、この点に関する権威ある適切な法的根拠を提供しています(後述)。
ICCPR第19条の法理念は十分に整備されていないため、ECHR第10条がICCPR第19条を解釈するとき有力な典拠とみなすことができます。さらに、国連人権委員会（UN HRC）には、非欧州人から非欧州国家に対して提起された事例がいくつかあります。これらの事例では、両方の当事者がそれぞれの所論において欧州人権裁判所（ECtHR）の法理念に依拠していたり、UN HRCがICCPR第19条とECHR第10条の両方に対して酷似したアプローチを示しています。
この顕著な事例として、「Albert Womah Mukong対カメルーン」（Nr. 458/1991）の事例と「Coleman対オーストラリア」（Nr. 1157/2003）の事例があります。

「Coleman対オーストラリア」の場合、UN HRCは、出願人が許可なくショッピングモールで演説したことによる逮捕、訴追、および判決は出願人の表現の自由の制約であり、この制約はICCPR第19条（3）に照らして不相応であると裁定しました。UN HRCは多くの事例で、表現の自由に対する権利を民主主義社会にとって最重要なものと位置づけるとともに、民主主義社会における公の場での論争では「表現が制約されないこと」に対してICCPRがとりわけ高い価値を置いていることを強調してきました。これらの知見、そして特にUN HRCの根拠づけおよび語法はECtHRの法理念を反映しています。
欧州人権裁判所と異なり、UN HRCは複数の判断において、民主主義にとっての表現の自由の重要性について直接言及しています。

ICCPR第19条の影響の本質は、国内刑法の規定の適用が、たとえ法律で定められ、第19条（3）の正当な目的のひとつに該当していても、公権力による干渉が不相応または不必要とみなされる場合には、表現の自由に対する権利の侵害とみなし得るということです。UN HRCの法理念ではこのアプローチの事例をいくつか示しています。
たとえば、「Marques de Morales対アンゴラ」(Nr. 1128/2002)の事例でUN HRCは、出願人に対する名誉毀損訴追が、アンゴラの刑法第410条に基づき、正当な目的（他人の権利と信用の保護）を追求するものであっても、この場合に刑法の規定の適用は不必要であったと裁定しました。UN HRCはICCPR第19条の違反とみなしたのです。

.
UN HRCの妥当な見解を示すもうひとつの事例として、「Leonid Svetik対ベラルーシ」(Nr. 927/2000)があります。この事例でUN HRCは、刑法の規定の適用が最終的にはICCPR第19条（3）に規定された正当な目的のいずれにも適切に寄与するものではなかったと裁定しました。この事例での出願人は高等学校の教員であり、自らをICCPR第19条に違反して表現の自由を干渉された被害者とみなしていました。問題となった出願人の行為は権力者の政策を批判する宣言文を公開したことでした。具体的には、この宣言文は、ベラルーシ憲法とも国際規範とも整合していないと彼が信じる選挙法への抗議のため、来るべき地方選挙に参加しないことを呼びかけるものでした。出願人は、選挙ボイコットを公に訴えたことが行政犯罪法第167-3条に抵触するとして行政処分を科されました。
出願人は、自身の政治的意見を表明しただけで行政処罰を科されたことを理由に、ICCPR第19条に照らして彼の権利が侵害されたと主張しました。UN HRCの認定によると、当事者としての国家は、出願人に対する裁定が該当する法令に準拠したものであり、第19条第2項で保護される権利は第3項に従って制約を受けることのみを主張して出願人の主張に反論しました。UN HRCは、ICCPR第19条が許容する制約は、それが法律によって定められ、他人の権利および信用の尊重（a）および、国家の安全保障、社会秩序、公衆衛生、または公衆道徳の保護（b）にとって必要な程度に限定されることを指摘しました。
こうして、UN HRCは、特定の選挙のボイコットを呼びかける行為を罰することが表現の自由の許容可能かつ必要な制約であったか否かについて判断を委ねられました。
UN HRCは、出願人が署名した宣言文が、有権者がこの選挙に参加するか否かを自由に判断する可能性に影響を与えないと認定しました。宣言文は、有権者に対する脅迫や強制と考えられるものではないとされました。UN HRCは、当該事例の状況下において表現の自由の制約はICCPR第19条第3項に列記された理由のいずれにも正当に該当せず、同条第2項に定められた出願人の権利が侵害されたと認定しました。

UN HRCはいくつかの事例において、「表現の自由に対する権利はいかなる社会においても最重要であり、その権利の行使の制約は、その正当性に関して厳格な検証を受けることが必要である」と指摘しています。
 正当性が不十分な場合や当該処罰または制裁が不必要と考えられる場合には、UN HRCは、訴えの対象となった干渉や制裁がICCPR第19条で保障される表現の自由に対する権利の侵害となるという結論を出しました。
 藤田氏の事件において日本の刑法第234条の規定を適用する場合にも、注意すべきことはこの考え方とアプローチなのです。欧州人権裁判所の法理念により、この事件において表現の自由に対する権利に関する国際基準をどのように包括的に適用するかについて、さらに明確な見通しを得ることができます。
4.3. 欧州人権条約（ECHR）第10条

4.3.1. 全般的特徴

人権と基本的自由の保護のための欧州条約（欧州人権条約）第10条は、「公権力による干渉を受けない」表現の自由を、基本原理の1つとして保障しています。


欧州裁判所は、そこで扱われた多くの事例において、確立された判例法の適用に際して、「表現の自由は民主社会の基本的基盤の１つでもあり、かつ民主主義社会の発展および個々人の自己実現の基本条件の１つでもある」ことを繰り返し指摘しています。表現の自由は、こうして「民主主義社会成立の前提条件である多元的共存、寛容性、偏見のない心のあり方」に貢献しているのです。表現の自由が制限され得るのは「第10条第2項に定める狭義の例外事項」が適用される場合に限られるため、表現の自由の行使に関するいかなる制限や制裁も、その必要性が説得力をもって立証されることが必要です。第10条第2項の意味における「必要」とは、「緊急の社会的必要性」の存在を示します。欧州裁判所の法理念では、「欧州人権条約第10条第2項に照らして社会的関心事についての問題点の論議や政治的言論に対して制限が許されるのはごく限られた範囲に限られる」ことを明白に指し示しています。

欧州裁判所は、「干渉の必要性の有無とその程度の査定に関して個々の締約国の裁量をある程度許容しているが、このような裁量の範囲は、立法府とその裁量を適用した裁定の両方を包括する欧州の統制と密接な関係を保持する」ことを繰り返し判示してきました。この統制の実施に際して、欧州裁判所は、民主主義社会における表現の自由の重要性を十分に考慮したうえで、問題とされている措置が「追求対象の正当な目的に対して相応」であることを確認しなければなりません。

30年以上にわたる欧州裁判所の実践を見れば、欧州人権条約第10条の判例法が、民主主義国家における表現の自由の保護、および人々が社会的関心事について正しい情報を享受する権利に関して、付加価値の創造に顕著な寄与を果たしてきたことが分かります。欧州人権裁判所は、欧州人権条約第10条を生き生きとしたダイナミックな道具として使用することにより、表現と情報の自由を民主主義における有効かつ有用な基本的権利として発展させることに成功してきました。

サンデータイムズ事件（1979年4月26日）の判決においてすでに欧州裁判所は、表現の自由とは、「受け入れやすい情報や考え方、無害とみなされる情報や考え方、あるいは重要ではない情報や考え方に対してのみ適用されるのではなく、国家あるいはその他の人間集団を攻撃したり衝撃や混乱を与える情報や考え方についても適用される」ことを強調していました。

情報や考えの表明に関与した個人に制裁を科する国内法を適用するには、当局による干渉が、十分に明確で適用しやすい法律に基づいていること、妥当な目的により適切に正当化されていること、そして特に「民主主義社会において必要」と認められることが条件です。これら条件は、個人の表現の自由に対する公権力による干渉について定めた第10条第2項で規定されています。

欧州裁判所がECHR第10条違反を認めているものには、ジャーナリスト、編集者、出版業者、放送局に対する有罪認定のみならならず、公の論議に参加していた活動家や個々の市民に対する有罪認定も含まれています。欧州人権裁判所には多くの出願人が、彼らが犯したもしくは関与したとされる最終的には軽微な犯罪（名誉毀損、プライバシー権の侵害、機密保持違反、社会秩序の擾乱等）に対する有罪判決が実際には表現の自由に対する受け入れがたい干渉であったと主張して、提訴しました。これらの有罪判決は国家レベルの法に規定され、かつ正当な法益に資するものでしたが、欧州裁判所は、多くの判決において、国家の刑法規定を適用したこれらの制裁は「民主主義社会における必要」という条件を満たさない、という結論を導きました。この結論に至る過程で、欧州裁判所は、表現の自由の権利を重視するとともに、これら事件にかかわるその他の権利と利益に関して人々の論議を喚起することへの純粋な貢献をも重視しました。欧州裁判所は、このとき、多くの事例において、他人の権利あるいは秩序擾乱や犯罪の防止にかかわる利益と民主主義における表現の自由にかかわる利益のバランスを考慮しつつ、「事件全体の実情に照らした」判断を行ってきました。欧州人権裁判所は、マスコミやNGOはもちろん、公の論議に積極的に参加する個々人や市民も、表現と情報の自由に対する強固な保護を享受する対象とみなしています。実際、ECHR第10条では「すべての人」に対して表現と情報の自由を保障しており、この権利を享受する対象には、一般マスコミ・メディアだけでなく、「社会の監視人」としてのNGOや個々人も含まれます。

多くの事例において、公権力による干渉は、ジャーナリストや（主流の）メディアに対してではなく、環境保護、人権、女性の権利、少数派の権利、社会正義実現の運動を行うNGOや活動家等に対して向けられてきました。
これらの事例のそれぞれの事件について、欧州裁判所は、出願人の言論、行為、運動、出版物、文書が社会における適切または重要な論議に本質的に貢献したという理由から、活動家や市民個人に対する干渉や制裁が出願人の表現の自由の侵害であると結論づけました。

最近の判決において、欧州裁判所は、ある校長による不正行為および公共財産および金銭の不正使用疑惑を暴露した労働組合員の行為について、かかる行為は欧州人権条約第10条により保護されるとの見解を示しました。欧州裁判所は、「公的機関における不法行為や犯罪を通知する行為は保護しなければならない。このような保護は、生起している事実を知っている者がごく少数に限られる場合は特に重要である」と述べています。つまり、被雇用者であり労働組合の指導者である出願人は、かかる社会的関心事について人々に警告するのに最適な立場にいたという判断を示したのです。
すなわち、「教師、生徒、父母の間で白熱の議論がなされている直接的状況下での」通報、意見、価値判断の表明も欧州人権条約第10条の下で保護されるのです。

欧州裁判所は、多くの事例において、情報や考えを表明する権利だけでなく、「公衆がこれら情報や考えを知る権利」も存在することを強調しています。
欧州裁判所は、「民主主義が機能するための前提条件の１つとしての表現の自由の決定的な重要性」を繰り返し指摘しています。

4.3.2. 文書配布、戸別訪問、公共の場での意見表明、抗議行動、等

欧州裁判所は、文書配布、起ころうとしている出来事への抗議、およびデモへの参加は、ECHR第10条の意味における意見表明を構成するものであると明確に認識しています。多くの事例において、欧州裁判所は、非暴力的な形態での各種抗議行動に対して公権力が禁止または制裁という手段で干渉するには、ECHR第10条第2項の条件を満たす必要があるという認識を示しています。行動の制限は、欧州人権条約第10条に基づく表現の自由への干渉に該当する可能性があります。

欧州人権裁判所は、民主主義社会においては、NGOや個々の市民も「自身の活動を効果的に実践できることが必要であり、社会の主流に属さないNGOなどのグループおよび個人が公共の利益全般の問題に関する情報や考えを発信することにより公の論議に寄与できるようにすることには、大きな公共の利益が存在する（以下略）」とみなしてきました。

出願人による文書配布や抗議行動が予定された行事を実際に混乱させたり妨害したと認められる場合であってさえ、欧州裁判所は、ECHR第10条のもとで公権力による干渉の違法性を検討しています。

「HarshmanおよびHarrup対英国」事件において、欧州裁判所は、「狐狩りの妨害による狐狩りへの抗議という出願人の行為に対して出願人が訴追されたものである。出願者の抗議が彼等が反対する活動の妨害という形を取ったことは真実であるが、それにかかわらず、当審は、出願者の抗議が第10条の意味における意見表明を構成すると認める（以下略）。したがって、出願人に対してとられた措置は出願人の表現の自由に対する権利への干渉である」
と指摘しました。

同様に、「Steel等対英国」事件において、欧州裁判所は、出願人は「それぞれライチョウ狩りと高速道路延長に対する抗議中に逮捕された。これら抗議が出願人が反対する活動に対する物理的妨害という形を取ったのは事実であるが、それにかかわらず、当審は、かかる抗議が第10条の意味における意見表明を構成するとみなす。したがって、出願人に対して取られた措置は、彼等の表現の自由に対する権利への干渉である」と認定しました。

いずれの判決においても、欧州裁判所は、ECHR第10条に基づく出願人の権利の侵害を認定し、出願人の非暴力的抗議活動に対する公権力の干渉は欧州人権条約第10条第2項に準拠していないとみなしました。

「HashmanおよびHarrup対イギリス」事件において、欧州裁判所は、平穏を維持し善良な道徳に反する行為を防ぐ目的で出願人に科された命令は、公権力による干渉が依拠すべき法令の明確性が不足していることをかんがみて、欧州人権条約第10条第2項に定める「法による規定」の要件を満たさないと認定しました（第40～41項）。

「Steel等対英国」事件における出願人のうちの3人について、欧州裁判所の意見は、「出願人の表現の自由に対する権利の行使への干渉は、擾乱の防止および他人の権利の保護という目的に対して不相応であり、したがって『民主主義社会において必要』であったとみなすことはできない (§ 110)」というものでした。欧州裁判所は、その見解の根拠として、「出願人の抗議を完全に平和的ではなかったとみなす理由はない。会議に出席しようとする人々を明白に妨害したり明白に妨害しようとしたことや、このような人々の暴力を挑発しかねないその他の行為を行ったことを示すものも認められない。実際、出願人の抗議行動の中には、彼等の抗議が治安のかく乱を生ぜしめるという警察の判断を正当化する何物も見ることはできない」ことを挙げています（第64項）。

一方、「Steel等対英国」事件における出願人のうち残りの２人に対する公権力の干渉は、彼等の行為が擾乱や暴力に発展する危険があったため、表現の自由に対する権利への侵害とはみなされませんでした。出願人の残り2人のうちの1人については、欧州裁判所は、「当該出願人が取った抗議行動の形態に内在する危険」および「ライチョウ狩りの参加者は合法的な娯楽を楽しもうとしていたにもかかわらず、彼等に対する抗議者等によるしつこい妨害によって生じる混乱の危険があること」に言及し、「Steel女史が自身の逮捕前に取った行動は、彼女自身および周囲の人に対する重大な身体的傷害を負わせる危険を生ぜしめ、ライチョウ狩りへの抗議の中で混乱および暴力に至る部分を構成する」ことを指摘しました（第103～105項）。「Steel等対英国」事件の残る最後の出願人に関して、欧州裁判所は、「社会秩序の維持と他者の権利の保護における利益」を考慮し、「司法の権威を維持する必要性をかんがみれば、この第2の出願人に対して取られた措置は不相応ではなかった」と結論づけました（第108～109項）。

言い換えれば、当局による干渉が正当とみなされるのは、デモや行事が平和裏に行われることの保障のみを目的に行き過ぎのない措置がとられた場合に限られます。このような措置が許容されるのは、社会秩序の擾乱の防止あるいは暴力的行為の防止を意図して効果的に行われ、かつ意見の表明を妨げる目的でない場合に限られます。
多くの事例において、欧州裁判所は、政府およびその職員が優越的立場にあることにかんがみ、政府職員および公権力一般は、「刑事訴訟という手段の行使を自制する姿勢を見せる」ことが必要であるとも述べています。

このアプローチは、「Kandzhov対ブルガリア」事件における欧州裁判所の判断にも反映されています。この事件では、出願人は、法務大臣の方針に対する批判を目的としたプレベンのタウンホールにおける抗議行動の準備中に公権力による妨害があったことを訴えていました。この判決において、欧州裁判所は、「さらに、この出願人に対して取ることができる措置が、混乱の防止と他人の権利の保護という正当な目的の達成であることを仮定すれば（前掲のSteel等の事件の第96項を参照）、実際に取られた措置はその目的に対して明らかに不相応であった。生起した事象は、政府に対して批判的ではあるが暴力的ではない政治的抗争の文脈で見る必要がある。すなわち（中略）2000年7月10日における出願人の行為は、全体として平和的であり、いかなる通行人をも妨害しておらず、他人の暴力を挑発するおそれもほとんどなかった（上記の第25項および第26項、および前掲のSteel等の事件の第110項を参照）。しかるに、プレベンの当局は、出願人を沈黙させ法務大臣を公開された場における批判から守るために即座に厳しい対応に出ることを撰んだ」と認定しました。

欧州裁判所は、複数の事例において、「集会の自由の目的のひとつは、人々が議論するとともに、抗議を公に表明する場を確保することにあり、第10条が保障する個人の意見の表明の保護は、第11条に定める平和的集会の自由の目的のひとつである」ことを繰り返し指摘しています。
「Samüt Karabulut対トルコ」事件において、欧州裁判所は、「意見を表明する者が暴力行為に関与していない状況において、欧州人権条約第11条が保障する集会の自由の形骸化を防ぐには、平和的な集会として許容される程度を示すことが公権力にとって重要である」ことを指摘しました。

「Sergey Kuznetzov対ロシア」事件においても、欧州裁判所は、「公共の場におけるいかなるデモも、通常の生活にある程度の混乱（交通の妨害など）を必然的に生ぜしめるものであり、したがって、欧州人権条約第11条が保障する集会の自由の形骸化を防ぐには、平和的な集会として許容される程度を示すことが公権力にとって重要である」と述べています。
欧州裁判所は、「暴力が扇動されたり、民主主義の原則が拒絶される場合を除いて、集会と表現の自由を妨害する措置は、その集会や表現で使用されている一部の見解や言葉が当局にとってどれほど刺激的で受け入れがたいものであっても、民主主義にとって有害であり、民主主義を危険に陥れることさえしばしばある」ことを強調しています（第45項）。この事件において欧州裁判所は、「欧州人権条約第10条に基づいて解釈された」ものとして、欧州人権条約第11条の違反を認めています。

出願人に科せられた刑事的制裁や罰金が穏当なものであっても、上記の基準を尊重しない公権力による干渉の不当性は免れるものではありません。欧州裁判所は、軽い処罰や科料の判決が下された多くの事例に対して、民主主義社会における表現と情報の自由に対する有害な萎縮効果を持つとみなしてきました。したがって、前述のように軽い制裁であっても欧州人権条約第10条の違反とみなされる場合もあります。
訴えの対象となった干渉が「民主主義社会における必要」に該当するか否かの判断において、欧州裁判所は、「第10条が保障する表現の自由に対する干渉の均衡性の評価においては科せられた処罰の性質と軽重を考慮する」という均衡原則を採用しています。実際、欧州裁判所は、国家権力が取る措置や国家権力が科す制裁が出願人（あるいはマスコミや一般公衆）に正当な社会的関心事の論議に参加するのをためらわせる効果がある場合、最大の注意を払っています。これに関して欧州裁判所はしばしば「萎縮効果」の危険に言及しています。事前の制止だけでなく、事後的な制裁、そして特に刑事有罪認定は、均衡性の検証を経ることが必要です。
重要なのは、軽いあるいはむしろ手ぬるい制裁であっても第10条の違反であり得るということです。
欧州裁判所は、罰金という処罰が軽いということが必要性の判断を左右することを認めていません。出願人が有罪として認定されたという事実のほうが重要だからです。

4.3.3. 藤田事件におけるICCPR第19条およびECHR第10条の該当性

ICCPR第19条および欧州裁判所のECHR第10条に関する判例を藤田事件に適用すれば、本件の全体としての実情に照らして、威力業務妨害を理由として藤田氏を刑事訴追し有罪としたことは、公権力による正当化できない不相応かつ不必要な行為であり、民主主義社会において必要とみなせないことは明らかです。表現の自由に関する国際人権規約の観点からみれば、藤田氏に対する有罪判決および制裁が、被告人の表現の自由の権利のみならず、国旗（日の丸）に正対して起立し国歌（君が代）を斉唱することを東京都の全公立校の教職員に命じる10.23通達の強制的性格に反対する被告人以外の人々の表現の自由に対する権利に関しても「萎縮効果」を持つことは疑う余地がありません。

藤田氏の体育館からの排除、そしてもちろん彼に対する刑事訴追および有罪判決は、広範な影響を持つ措置であり、このような措置をとるには、切迫したまたは進行中の行事に対する明白な妨害あるいは暴力の扇動に関わる明確な正当化が必要です。
藤田事件について検討すると、藤田氏が基本的に望んでいたことは、卒業式その他の学校行事における国旗と国歌の強制に対して抗議することであり、本件においては上記の明確な正当化は存在しません。体育館で式の開始を待つ保護者に意見を表明するという藤田氏の行為が混乱や暴力を誘発する危険があったことを示すものはいっさい存在しません。
「Steel等対英国」事件、「Kandzhov対ブルガリア」事件、および「Sergey Kuznetzov対ロシア」事件を踏まえて言えば、本件においても、藤田氏の抗議を『全体として平和的』でないとみなす理由はなく、藤田氏が式参加者を実質的に妨害したり妨害しようとしたことを示すものも、他者の暴力を挑発しうるようなその他の行為を行ったことを示すものも存在しないといえます。

したがって、当局の対応は、社会秩序の混乱を防ぎ他人の権利を保護するという目的に照らして不相応なものでした。したがって、藤田氏に対する有罪判決および罰金は「民主主義社会において必要」とみなすことはできません。

5. 結論

ここまで分析してきた国際人権擁護の規約に照らせば、藤田氏の訴追および有罪判決は、藤田氏の表現と情報の自由に対する権利への不当な干渉とみなされるというのが本意見書の基本的見解です。2004年3月11日の卒業式の開会の少し前に、文書を配布し、論争の的になっている学校の問題に関して自身の意見および考えを表明した藤田氏の行為は、刑事訴追および刑事的制裁を正当化する適切かつ十分な理由を構成するとはいえません。

ICCPR第19条もECHR第10条も（そして日本国憲法第21条も）表現の自由を絶対的かつ無制限に保障しているわけではなく、法の定めと（民主主義社会における）必要性の下、特定の状況および条件においては表現の自由が制限されることもあり得ると認めています。実際、ある個人が自身の思想や考えを外部に表明するためにある表現方法を使った場合であっても、この方法が不法または不当に他人の権利を侵害または毀損するのであれば、この方法は許されない場合もあり得ます。しかし、このことは、公権力が課す干渉や制裁がどのような種類であっても正当化されることを意味しません。制限や制裁という形での個人の表現の自由に対する公権力による干渉が許されるのは、法による規定があって、かつ正当な目的により正当化されるだけでは不十分であり、追求対象の正当な目的に対して相応かつ必要でなければなりません。

この観点から、卒業式の準備責任者でありかつ卒業式の実行にも携わっていた板橋高校の校長は、行事の円滑な進行を保証するために適切な措置を講じる権利を持っていたとみなすことはできるかもしれません。卒業式の開始を待っていた保護者に被告人が呼びかけていたとき、そして執り行われようとしている卒業式の特定の側面を批判する文書を被告人が配布していたとき、式の主催者等はかかる被告人の行為が卒業式の円滑な実行を妨げる可能性があると想定する立場にあったかもしれません。もし校長が被告人に対して着席し、文書配布を止め、すでに会場にいた保護者への呼びかけを中止するよう要請したのであれば、これは校長による十分かつ正当な行為であったといえるでしょう。校長の立場で被告人を卒業式会場である体育館から退場させることができるのは、上記のような要請が失敗し、さらに被告人が式を妨害しようとする意図を持っていることが明らかな場合（実際にはそうではありませんでした）に限られます。そうであれば、校長の行為は、最終的には、被告人の表現の自由に対する権利への正当な干渉であるとみなされる可能性はあります。
しかし、引き続いて行われた刑事訴追、そしてもちろん刑法第234条適用による威力業務妨害罪での被告人の有罪判決は、事件全体の実情をかんがみれば、不必要かつ不相応な制裁であり、ICCPR第19条およびECHR第10条に基づいて保障される国際人権規約の違反とみなされます。

本件の実情に照らせば、藤田氏の訴追と有罪判決を正当化するのに十分な「緊急の社会的必要性」がなかったことは明らかです。表現の自由に対する権利の重要性と本件に関わる国際人権規約をかんがみれば、藤田氏の訴追と刑事裁判での有罪判決は、ICCPR第19条で保障された表現の自由に対する権利の侵害に等しいといえます。

強調すべき基本事項は以下のとおりです。


実際、「本件卒業式の妨害を直接の動機目的としたものではないこと」、「実際に妨害を受けたのは短時間であり、開式の遅延時間も問題視するほどのものではな」いことは、東京地方裁判所の2006年5月30日の判決（判決文最後の量刑理由）も認めています。被告人の表現の自由に対する権利の観点からは、これらの事柄は、刑法第234条の適用による被告人の有罪を明白に否定する決定的な前提事項とみなされます。

ICCPR第19条およびECHR第10条の観点から見れば、日本の司法機関すなわち東京地方裁判所および東京高等裁判所がそれぞれ2006年5月30日および2008年5月29日に出した判決は、焦点となる相反利益の均衡判断を誤ったというほかありません。

本件の状況下で情報を公衆に知らしめることに貢献した個人を起訴し制裁することは、ICCPR第19条およびECHR第10条の違反とみなされます。なぜならば、社会的関心事についての開かれた議論は民主主義の基本だからです。憲法で保障された思想と良心の自由に対する権利についての議論や、学校行事等における国旗称揚および国歌斉唱の強要に関する議論は、このような社会的関心事に該当します。

藤田氏に対する刑事処罰は、藤田氏自身のみならず、この問題に関する公の論議にかかわるその他の人々、および一般的な意味での公の論議や政治的論議に参加する人々に対しても重大な萎縮効果を持つとみなされます。したがって、ICCPR第19条に照らせば、このような措置は必要とはみなされません。欧州裁判所の判例法から見た場合、被告人の表現の自由に対する権利へのこのような干渉は、「民主主義に対する害であり、民主主義自体を危うくさえするもの」といえます。

ICCPR第19条（2）は次のとおりです。





「すべての人は表現の自由に対する権利を持つ。この権利には、あらゆる種類の情報や考えを国境を越えて求め、受け取り、伝達する権利が含まれる。このような情報や考えが口頭、書面、印刷物のいずれで表明されたか、使用された技術の形態が何であるか、選択された媒体が何であるかは問わない。」





第19条（2）で定められた人権の行使には特別な義務と責任を伴うため、ICCPR第19条（3）は、次の3つの条件のすべてが満たされた場合に、制約または制裁を許容している。





1．制約または制裁は法律により定めなければならない。


2．制約の目的は、他人の権利または信用の尊重、国家的安全保障、社会秩序、公衆衛生、もしくは公衆道徳の保護のいずれかでなければならない。


3．制約または制裁は正当な目的の達成に必要なものでなければならない。





欧州人権条約第10条は以下のとおりです。





「1. すべての人は表現の自由の権利を有する。ここでいう自由には、公権力による干渉を受けることなく、かつ国境を越えて、意見を持つ自由、情報や考えを受け取り、伝達する自由が含まれる。ただし、本条の規定は、国家が放送、テレビ、または映画の事業者に免許の取得を義務付けることを妨げるものではない。





2. 前項で挙げた自由の行使は、義務と責任を伴うものであることから、これら自由の行使に対しては、法による定めがありかつ民主社会における必要が認められる場合には、国家の安全保障、領土の保全、公共の安全、秩序擾乱や犯罪の防止、保健および道徳の保持、他者の信用や権利の保護、秘密情報の暴露の防止、司法の権威および公平さの維持の目的で、手続き、条件、制約、処罰を課すことができる。」





- 被告人は行事を妨害する意図を持っていなかった。


- 被告人の目的は、政治家や教職員やマスコミの間ですでに活発な論議の対象となっていた教育問題について父兄に知らせることであった。


- 実際に、被告人の行為は予定された行事を妨げなかった。


- 被告人の行為により式の開始が最終的に2分遅れたことは、被告人の訴追および刑事裁判における有罪判決を正当化する十分かつ妥当な理由とはいえない。


- 本件の訴追および有罪判決が被告人やこの問題に関する公の論議に関わる人々に対して及ぼすおそれのある「萎縮効果」を考えれば、被告人の有罪は、その内容が罰金という限定されたものであったとはいえ、被告人の表現の自由に対する権利への不必要かつ不相応な干渉である。








� 参照先：UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No.10:Article19(Freedom of Expression),29 June 1983.追加参照先：UN Human Rights Committee: Marques de Morais v. Angola, Nr.1128/2002, 追加参照先：Coleman v. Australia, Nr. 1157/2003


� 追加参照先： Yuji Iwasawa, International Law, Human Rights and Japanese Law, Oxford: Clarendon Press, 1998


� 参照先：UN Human Rights Committee, CCPR General Comment No.31(80). The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, 26 May 2004.


� 参照先： Concluding Observations UN Human Rights Committee (UN HRC) to Japan, UN Doc. CCPR/C/79/Add. 128, 5 November 1993, par. 14 追加参照先： Concluding Observations UN HRC to Japan, UN Doc. CCPR/C/JPN/CO/5, 18 December 2008, par. 10


� 文書の配布に対する処罰およびICCPR第19条の違反の事例についての参照先例： Keun-Tae Kim v. the Republic of Korea, Nr. 574/1994


� 参照先：Aduayom a.o. v. Togo, Nr. 422/1990, 423/1990及び424/1990, §7.4:Mukong v. Cameroon, Nr. 458/1991, §9.7.: Korneenko and Milinkevich v. Belarus, Nr. 1553/2007, §8.3. 及びShchetko v. Belarus, Nr. 1009/2001, §7.3.


� 追加参照先： Hak-Chul Shin v. Republic of Korea, Nr. 926/2000


� 参照先： Leonid Svetik v. Belarus, Nr. 927/2000


� 参照先： Kim v. the Republic of Korea, Nr. 574/1994; Park v. the Republic of Korea, Nr. 628/1995およびRakhim Mavlonov and Shansiy Sa’di v. Uzbekistan, Nr. 1334/2004


� 追加参照先： Jakob Th. Möller and Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee, Case Law 1977-2008, A Handbook, Publ, Kehl-am-Rhein: NP Engel, 2009


� 欧州人権条約についての詳細は、www.echr.coe.intを参照。


� 参照先： ECtHR 26 April 1979, Sunday Times v. United Kingdom


この方針を追認する最近のECtHR大法廷判決についての参照先： ECtHR 10 December 2007, Stoll v. SwitzerlandおよびECtHR 12 February 2008, Guja v. Moldova


� 追加参照先： ECtHR 7 December 1976, Handyside v. United Kingdom.


� 参照先： ECtHR 15 February 2005, Steel and Morris v. United Kingdom 追加参照先： ECtHR 27 May 2004, Vides Aizsardzības Klubs (VAK) v. Latvia


� 参照先： ECtHR 29 October 1992, Open Door and Dublin Well Women v. Ireland、ECtHR 19 December 1992, Vereinigung Democratischer Soldaten Österreichs and Gubi v. Austria、ECtHR 9 February 1995, Vereniging Weekblad ‘Bluf!’ v. the Netherlands、ECtHR 25 August 1998, Hertel v. Switzerland、ECtHR 7 February 2002, E.K. v. Turkey、ECtHR 28 June 2001, Verein gegen Tierfabriken VGT v. Switzerland ECtHR 27 May 2004, Vides Aizsardzības Klubs (VAK) v. Latvia、ECtHR 15 February 2005, Steel and Morris v. United Kingdom、ECtHR 7 November 2006, Mamère v. France、ECtHR 4 October 2007, Verein gegen Tierfabriken Schweiz VGT v. Switzerland、ECtHR 8 July 2008, Vajnai v. Hungary、ECtHR 17 July 2008, Riolo v. Italy、ECtHR 21 October 2008, Salihoğlu v. Turkey、ECtHR 6 November 2008, Kandzhov v. Bulgaria、ECtHR 20 January 2009, Csánics t. Hungary、ECtHR 3 February 2009, Women on Waves a.o. v. Portugal and ECtHR 10 February 2009, Güçlü v. Turkey


� 参照先： ECtHR 19 February 2009, Marchenko v. Ukraine 追加参照先： ECtHR 12 February 2002, Guja v. Moldova.


� 参照先： ECtHR 1 February 2007, Ferihumer v. Austria, § 25-27.


� 参照先： ECtHR 29 March 2005, Ukrainian Media Group v. Ukraine 追加参照先： ECtHR 24 February 1997, De Haes en Gijsels v. Belgium、ECtHR 20 May 1999, Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway、ECtHR 3 October 2000, Du Roy and Malaurie v. France、ECtHR 29 March 2001, Thoma v. Luxembourg and ECtHR 25 June 2002, Colombani a.o. v. France


� 参照先： ECtHR 24 September 2003, Appleby a.o. v. United Kingdom.


� 参照先： ECtHR 4 May 2000, G. Drieman and Others v. Norway (Decision, Appl. nr. 33678/96)


追加参照先： ECtHR 6 May 2003, Appleby a.o. v. UK（この事件では、出願人によるスタンドの設置および文書配布の阻止が出願人の権利の侵害とみなされました。ただし、この事件においては、欧州裁判所は、第10条違反は認めませんでした。干渉の結果といえるものが私有のショッピングセンターにおけるスタンド設置および文書配布の制限のみであること、および第1議定書第1条に基づきショッピングセンター所有者の財産権を考慮する必要があったことがその理由です。この事例では、出願者は起訴されず、したがって有罪にもなりませんでした）。


� 参照先： ECtHR 15 February 2005, Steel and Morris v. UK 追加参照先： ECtHR 27 May 2004, Vides Aizsardzības Klubs (VAK) v. Latvia


� 参照先： ECtHR 25 November 1999, Hashman and Harrup v. UK, § 28


� 参照先： ECtHR 23 September 1998, Steel and others v. UK, § 92


� 参照先： ECtHR 25 August 1993, Chorherr v. Austria, § 32 追加参照先： ECtHR 3 February 2009, Women on Waves a.o. v. Portugal


� 参照先： ECtHR 23 April 1992, Castells v. Spain, § 46


� 参照先： ECtHR 6 November 2008, Kandzhov v. Bulgaria, § 73-74


� 参照先： ECtHR15 November 2007, Galstyan v. Armenia; ECtHR17 July 2008, Ashughyan v. Armenia およびECtHR 7 October 2008, Éva Molnár v. Hungary


� 参照先： ECtHR 27 January 2009, Samüt Karabulut v. Turkey


� 参照先： ECtHR 23 October 2008, Sergey Kuznetzov v. Russia, § 44. See also ECtHR 9 November 2006, Düzgören v. Turkey; ECtHR15 November 2007, Galstyan v. Armenia、ECtHR17 July 2008, Ashughyan v. Armenia、ECtHR 7 October 2008, Patyi a.o. v. Hungary、およびECtHR 13 January 2009, Açik a.o. v. Turkey


� 参照先： ECtHR 23 October 2008, Sergey Kuznetzov v. Russia, § 49 追加参照先： ECtHR 8 January 2008, Yurdatapan v. Turkey、ECtHR 13 January 2009, Açik a.o. v. Turkey、ECtHR 7 April 2009, Karapete a.o. v. Turkey、ECtHR 30 June 2009, Kara v. Turkey.


出願人によって引き起こされた混乱または暴力の危険を理由として当局が取った正当化しうる相応な措置についての参照先： ECtHR 25 August 1993, Chorherr v. Austria、ECtHR 6 March 2007, Çiloğlu v. TurkeyおよびECtHR 7 October 2008, Éva Molnár v. Hungary


� 参照先ECtHR 13 July 1995, Tolstoy Miloslavsky v. U.K.、ECtHR (Grand Chamber) 17 December 2004, Cumpănă and Mazăre v. Romania、ECtHR 18 December 2008, Mahmudov and Agazade v. Azerbaijanand ECtHR 24 February 2009, Dlugolęcki v. Poland. See also ECtHR 27 May 2003, Skalka v. Poland、ECtHR 30 March 2006, Saday v. Turkey、ECtHR 10 August 2006, Lyaskho v. Ukraine、ECtHR 26 June 2007, Artun and Güvener v. Turkey、ECtHR 13 January 2009, Mehmet Cevher Ilhan v. Turkey、およびECtHR 19 February 2009, Marchenko v. Ukraine 2009


� 参照先： ECtHR 24 February 1997, De Haes and Gijsels v. Belgium、ECtHR 16 November 2004, Selistö v. Finland、ECtHR 19 May 2005, Turhan v. Turkey、ECtHR 12 July 2007, A.S. Diena and Ozoliņš v. Latvia、およびECtHR 20 January 2009, Csánics v. Hungary


� 参照先： ECtHR 16 November 2004, Selistö v. Finland 追加参照先： ECtHR 24 February 1997, De Haes and Gijsels v. Belgium


� 追加参照先： ECtHR 6 May 2003, Appleby a.o. v. UK


� 参照先： ECtHR 23 September 1998, Steel and others v. UK 追加参照先： ECtHR  29 June 2006, Öllinger v. Austria, § 48-50


� 参照先： ECtHR 23 October 2008, Sergey Kuznetzov v. Russia, § 45





1

